
16広報いけだ／2020.5

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
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民
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期
限
ま
で

に
納
め
ま
し
ょ
う

に
納
め
ま
し
ょ
う

国
民
年
金
の
保
険
料

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
お
よ
び
任
意
加
入
被

保
険
者
の
１
か
月
当
た
り
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

１
６
，５
４
０
円
で
す（
令
和
２
年
度
）。
保
険
料
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る
納
付
書
に
よ
り
、
金

融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
で
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

納
付
書
発
送
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
現
金
で
納

付
さ
れ
て
い
る
方
は
、
４
月
初
旬
に
１
年
度
分
の
納

付
書
が
送
ら
れ
ま
す
。
保
険
料
の
一
部
が
免
除
さ
れ

て
い
る
方
は
、
４
月
分
か
ら
６
月
分
ま
で
の
納
付
書

と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
年
度
の
途
中
で
60
歳
と
な
ら

れ
る
方
は
、
60
歳
到
達
日（
誕
生
日
の
前
日
）
の
属

す
る
月
の
前
月
分
ま
で
の
納
付
書
と
な
り
ま
す
。

　
「
20
歳
に
な
っ
た
」「
会
社
を
辞
め
た
」
な
ど
の
理

由
に
よ
り
新
た
に
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
と
な

ら
れ
た
方
は
、
届
書
の
ご
提
出
、
機
構
で
の
処
理
後

約
２
週
間
程
度
で
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
書
が
お

手
元
に
届
き
ま
す
。

　

ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
や
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
を
利
用
し
て
の
納
付
、
そ
し
て

便
利
で
お
得
な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
期
限

　

保
険
料
の
納
付
期
限
は
、
法
令
で「
納
付
対
象
月

の
翌
月
末
日
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
納
付
期
限

ま
で
に
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
障
害
基
礎
年
金
や

遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
忘
れ
ず
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。
日
本
年
金
機

構
で
は
、
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
期
限
ま
で
に
納

め
て
い
た
だ
け
な
い
方
に
対
し
て
、
電
話
、
文
書
、

訪
問
に
よ
り
、
早
期
に
納
め
て
い
た
だ
く
よ
う
に
ご

案
内
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

　

未
納
の
ま
ま
放
置
さ
れ
ま
す
と
、
強
制
徴
収
の
手

続
き
に
よ
っ
て
督
促
を
行
い
、
指
定
さ
れ
た
期
限
ま

で
に
納
付
が
な
い
場
合
は
、
延
滞
金
が
課
さ
れ
る
だ

け
で
な
く
、
納
付
義
務
の
あ
る
方（
被
保
険
者
本
人

の
ほ
か
、
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を
負
う
配
偶
者

お
よ
び
世
帯
主
）
の
財
産
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額「
社
会
保
険
料
控
除
」

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
国

民
年
金
保
険
料
を
申
告
す
る
た
め
の「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
を
毎
年
11
月

上
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。（
10
月
以
降
に
、
そ
の
年

初
め
て
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
は
翌
年
２
月
上
旬

に
お
送
り
し
ま
す
）。

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

の
再
発
行
や
、「
準
確
定
申
告
」
が
必
要
な
場
合
は
、

大
垣
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
経
済
的
に
難
し
い
場
合

　

所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
は
、
過
去
２
年
に
遡
っ
て
免
除
や
、
猶
予
さ
れ

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
保
険
年
金
課
ま
た
は
、
大
垣

年
金
事
務
所（
☎
０
５
８
４
・
78
・
５
１
６
６
）
へ

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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池
田
町
内
で
統
計
調
査
活
動
を
し
て

く
だ
さ
る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
統

計
調
査
の
時
期
に
な
り
ま
し
た
ら
、
申

し
出
て
い
た
だ
い
た
方
に
は
、
改
め
て

調
査
活
動
を
お
願
い
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
詳
細
は
次
の
と
お
り
で
す
。（
統

計
調
査
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
）

仕
事
の
概
要

・
町
が
開
催
す
る
説
明
会
へ
の
出
席

・
担
当
調
査
区
と
調
査
対
象
の
確
認

・
調
査
書
類
の
配
布

・
調
査
書
類
の
回
収

・
町
へ
の
提
出
書
類
の
作
成

・
町
へ
の
調
査
関
係
書
類
の
提
出

報
酬

・
調
査
員
報
酬
、
交
通
費
、
調
査
員
証

へ
の
貼
付
用
の
写
真
代
、
電
話
代
な

ど
調
査
活
動
期
間　

２
か
月
～
３
か
月

令
和
２
年
度
募
集
予
定
の
統
計
調
査

・
国
勢
調
査

　
（
調
査
期
日
：
令
和
２
年
10
月
１
日
）

　

指
導
員　

14
人

　

調
査
員　

１
０
１
人

※
工
業
統
計
調
査
の
調
査
員
の
募
集
は

終
了
し
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ

　

企
画
課　

統
計
担
当

　

☎
45
・
３
１
１
１（
内
線
２
４
２
）

　

令
和
２
年
６
月
１
日
現
在
で
、

「
２
０
２
０
年
工
業
統
計
調
査
」
が

実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
の
調
査
の
結
果

は
、
工
業
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な
計
画

や
施
策
の
基
礎
資
料
と
し
て
利
用
さ

れ
て
い
ま
す
。
調
査
へ
の
ご
理
解
・

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。
調
査
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で

す
。

調
査
の
目
的

　

我
が
国
の
工
業
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と

法
的
根
拠　

統
計
法

調
査
の
期
間　

４
月
～
５
月

調
査
の
対
象　

製
造
業
の
事
業
所

調
査
の
内
容　

　

事
業
所
数
、
従
業
員
数
、
製
造
品

出
荷
額
、
原
材
料
使
用
額
な
ど

調
査
の
方
法

　

調
査
員
が
製
造
業
の
事
業
所
へ
訪

問
し
、調
査
票
を
配
布
し
ま
す
。「
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
回
答
」
ま
た
は「
紙

の
調
査
票
の
郵
送
提
出
」
に
よ
る
回

答
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
前
回
調
査
時（
２
０
１
９
年
）
か

ら
、
調
査
へ
の
回
答
方
法
が
変
更

さ
れ
ま
し
た
。
調
査
員
に
よ
る
調

査
票
の
回
収
は
行
い
ま
せ
ん
。 

２
０
２
０
年
工
業
統
計
調

２
０
２
０
年
工
業
統
計
調

査
へ
の
ご
協
力
の
お
願
い

査
へ
の
ご
協
力
の
お
願
い


